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問健康保険課国保・年金係☎㉒８２７１（市役所１階）

��納税通知書及び納付書は、７月中旬に国民健康保険の加入者がいる世帯主宛てに送付します。

■納付方法
①納付書・口座振替（普通徴収）
　�年間の税額から仮算定の税額を差し引いて、７月から
令和８年３月までの９か月で分割した額を、税務課及び
各振興局・振興センター、金融機関、コンビニエンスス
トア、スマートフォン決済アプリで納付
　今年度から口座振替ウェブ申込みができます▶
②公的年金から天引き（特別徴収）
　�年間の税額から４・６・８月に仮徴収された税額を差し
引いた額を、10・12月・令和８年２月の３回に分けて、
公的年金から差し引いて納付

■国民健康保険税の減免
　�次に該当する場合は、申請によって税額が減免される
場合があります。

・災害などによって生活が著しく困難になった人
・�令和７年４月以降に、生活保護法による生活扶助を受
けている人又はこの状況に準じると認められる人
※�倒産や解雇等によって離職した人に対する軽減制度も
あります。申請が必要ですので、健康保険課国保・年
金係（☎㉒８２７１）にお問い合わせください。

※１　今回確定した税率と令和６年中の所得額や国民健康保険に加入している人数などによって、年間の税額を決定するもの

国民健康保険税の本算定（※１）の納税通知書を送付します

　今年度は、令和６年度保険税率（額）を据え置くこととしました。また、国の制度改正に伴う限度額の引き上げ、及び軽減判
定所得基準の見直しを下記のとおり行います。なお、子育て世帯の負担軽減のため、昨年度に引き続き、日田市独自の子ど
もの保険税の減額を実施します。

令和７年度 国民健康保険税の税率（額）　※【】の額は前年度比の額です。 （年額）

　国民健康保険に加入している世帯の所得額や人数などによって、それぞれの率や額で計算された税額の合計額です。

▶国民健康保険税の計算方法

算出方法
（所得のある人個々に計算）

医療分医療分
医療費や健康づくり事業
等の費用をまかなうため
のもの

後期高齢者支援分後期高齢者支援分
後期高齢者の医療に係
る費用を支援するもの

介護分介護分
介護保険に係る費用を
負担するもの（40～64歳
の加入者のみ）

所得割額
（令和６年中の総所得金額等－
基礎控除４３万円）×右記税率

8.34％ 3.15％ 2.26％

均等割額 被保険者１人あたり ２万4,800円 9,100円 9,600円
平等割額 １世帯あたり １万8,500円 6,800円 5,100円
限度額 １世帯あたりの最高額 6６万円【＋１万円】 2６万円【＋２万円】 17万円【変更なし】

　低所得者の国民健康保険税の負担を減らすため、世
帯主及びその世帯の国民健康保険加入者の所得の合計
額が一定金額以下の場合、その世帯の「均等割額」と「平
等割額」が軽減されます。

▶低所得者の軽減制度
　国民健康保険加入者のうち、中学生までの保険税均等
割額を１人につき２分の１減額します。
　国民健康保険税の均等割額は、加入者１人ひとりに定
額がかかるもので、収入のない子どもも含め、国民健康
保険の加入者数×定額が課税されています。

・�子どもに係る１人当たりの
　均等割額3万3,900円（年間）を２分の１減額
・�所得等によって軽減の対象となっている世帯は
　軽減後の額を２分の１減額

▶子どもの国民健康保険税を減額

軽減割合 所得基準額
７割 ４３万円＋（給与所得者数の数－1）×10万円以下

５割
改正前 43万円＋（２９.5万円×被保険者数）以下
改正後 43万円＋（30.５万円×被保険者数）以下

２割
改正前 43万円＋（５4.５万円×被保険者数）以下
改正後 43万円＋（５6万円×被保険者数）以下

問税務課市民税係☎㉒８３９６（市役所１階）

令和７年度の国民健康保険税が決定しました現在使っている
国民健康保険証等・後期高齢者医療保険証等は、

７月３１日㈭で有効期限が切れます。
今後、新しい保険証は発行されず、
マイナ保険証の保有状況に応じて

「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」が届きます。

●後期高齢者医療保険
「マイナ保険証」の保有状況に関わらず、「資格確認書」
（下画像）が届きます。
医療機関等の窓口で、マイナ保険証又は資格確認書を提
示してください。

●国民健康保険　

▼資格情報のお知らせ

「マイナ保険証」を持っている場合
「資格情報のお知らせ」（下画像）が届きます。医療機関
等の窓口でマイナ保険証を提示してください。何らかの
理由で資格確認が行えない場合は、「資格情報のお知ら
せ」とマイナンバーカードを併せて提示してください。

▼資格確認書　　　　　新しい資格確認書は緑色です！

「マイナ保険証」を持っていない場合
「資格確認書」（右画像）が届きます。医療機関等の窓口
で資格確認書を提示してください。

A４サイズの用紙です。
右下を切り取って利用できます。

▼資格確認書　　　　　新しい資格確認書は桃色です！

有効期限が到来した
保険証等は、ハサミな
どで小さく切って自分
で処分してください。

７月３１日㈭を過ぎても
資格確認書等が届か
ない場合は、下記にお
問い合わせください。

資格確認書等が届いたら、
氏名・住所・生年月日を確認！

折りたたみタイプです。
半分に折って使ってください。
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